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医師数を増やし、労基法遵守の「医師の働き方改革」を要望します 

 
 当会は、都内開業医・勤務医の医師約 5,600 ⼈で構成し、国⺠医療の向上と保険医の⽣活と権
利を守るために活動しています。開業医と勤務医が協⼒して医療崩壊を⾷い⽌める運動に取り組
むために、勤務医委員会を設置しております。当委員会でのこれまでの議論を踏まえて、医師の
労働環境の改善と患者の医療安全確保のために、以下の３点について要望いたします。 

記 

一、医師不足の解消のために、必要医師数を把握し医師の養成を行うこと 

 ⽇本の医師数は不⾜しており、特に勤務医の過重労働は常態化している。全国医師ユニオン
が実施した「勤務医労働実態調査 2017」の最終報告（以下、「労働実態調査 2017」）で、勤務医
が「医療過誤」の原因として挙げた理由上位５つのうち、３つが労働環境に直接関係するもので
あり、「⽉の休みが１⽇もない」と回答した医師が１割も存在した。改善策として、「無駄な業務
を減らす」「医師数の増員」が挙げられている。医療の質と安全を確保し、労働者である医師の
労働環境と健康を守るために、医師不⾜の解消が絶対に必要である。勤務医の労働実態と必要
な医師数を明らかにし、国の責任で計画的な医師の養成を⾏うべきである。 

一、各診療科において医師の労働環境の改善を行い、不均衡をなくすこと 

 「労働実態調査 2017」報告から、⼀カ⽉の平均労働時間が診療科によって⼤きく異なること
が明らかになった。９割以上の医師が「医師の診療科の偏在について、労働環境の違いが関係し
ている」と回答しており、20 歳代の医師の過半数が、診療科の選択にあたって労働環境の良さ
を考慮している。以上のことから、各診療科の労働条件の不均衡をなくし、かつ向上させなけれ
ば、診療科の医師偏在が進み、それによって医師数が不⾜している診療科の労働環境はますま
す悪化することが予測される。 

一、健全な診療体制を確保するために診療報酬の引き上げを行うこと 

病院管理者が勤務医に対して労働時間規制に基づき残業代の⽀払い等を⾏うと、病院経営を
圧迫し、診療体制を維持できなくなるため、管理者の⽴場からは「医師を専⾨業務型裁量労働制
の対象へ」との意⾒がある。本来、雇⽤者は労働者である医師の労働時間を正確に把握し、労基
法に基づく労働条件を保障するべきである。医療機関が労基法を遵守した環境で⼗分な医師数
を確保するためには、国の医療費抑制政策が問題の根底であることを踏まえて、病院経営を⽀
える診療報酬の引き上げが不可⽋である。 

以上 


